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は各関係者の連絡調整担当

ただし、小学校は学区関係者
の連絡調整担当

市町村通学路交通安全対策連絡協議会イメージ図

　　※ 協議会事務局は市町村教委または
　　　市町村交通安全担当課が担当
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※ 協議会事務局

警察署

市町村道路管理者 県建設事務所 国道事務所

小学校 地域住民ＰＴＡ

市町村交通安全担当課

危険箇所の抽出（小学校・ＰＴＡ・地域住民）

危険箇所の合同点検

○日程調整（連絡協議会事務局）

○点検者（小学校・ＰＴＡ・道路管理者・警察署

等 ）

対策メニュー検討会（連絡協議会）

対策の実施（各機関）
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